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はじめに

全国でまだ５０超にとどまる公契約条例の制定
自治体を増やすためにも、当該自治体の実績や
経験などを広める必要があるのではないかと考
え、今回は、２０１6年１２月に理念型条例を制定し
た旭川市１を訪問し、２０１９～２０２０年度の ２回に
わたる、市発注工事に従事する労働者の賃金等
調査（以下、賃金等調査）２のご経験や条例に
対する評価などを率直に聞かせていただいた。

現地での聞き取り調査は、２０２１年 ５ 月１３日に
行った。対応してくださったのは、旭川市総務
部契約課の課長 １名、係長 ２名の計 ３名である。
こちらからの参加は、旭川公契約条例研究会
（「旭川ワーキングプア研究会」を改称）のメ
ンバーである小林史人（代表）、須貝卓也（事
務局長）と筆者の計 ３名である。
今号では、 ２回の賃金等調査の結果と、関連
する聞き取り結果を中心に報告する。なお、本
稿の誤りに関する一切の責任は筆者にある。

賃金等調査の概要

公契約に関する業務は、契約課が担当してい
る。契約課には課長以下１２名の職員が配置され
ており、賃金等調査は工事担当の 6名が主に担
当している。
旭川市の説明（注釈 ２）によれば、賃金等調
査の概要は次のとおりである（２０２０年度の実績
で説明する）。
第一に、目的は、公契約に係る業務に従事す
る者の適正な労働環境の確保を図るため、市が
発注する工事に従事する労働者の賃金等を調査
し、労働者賃金等を把握すること、である。

第二に、実施期間は、２０２０年１０月 6 日から同
年１１月２7日まで（前年度調査では、２０１９年１１月
８ 日から１２月２7日まで）。
第三に、調査内容は、調査対象工事に直接従
事する労働者に対する２０２０年 4 月～同年 ９月
（前年度は２０１９年 4 月～同年１０月）のいずれか
の月での支払い賃金である。なお、賃金を経費
（材料費、機械経費、燃料代など）込みで受け
取っている労働者、すなわち一人親方は対象に
ならない。
第四に、調査対象工事は、設計金額５００万円
以上の建設工事で２０２０年 4 月 １ 日から同年 ９月
３０日まで（前年度は２０１９年 4 月 １ 日から同年１０
月３１日まで）の間に １日以上施工期間が含まれ
るもの、である。聞き取りでも話題になったが、
調査対象となっている工事の範囲は広いと評価
できるだろう。
第五に、支払賃金等は、調査対象工事の受注
者（元請事業者）及びその受注者と下請契約す
る受注者（下請事業者）が支払う賃金である。
把握されている支払賃金等の詳細は、調査票
（資料）を参照されたい。「記入方法」も市に
よって準備されている。聞き取りによれば、最

旭川市における公契約条例の経験（ 1）
～聞き取り調査等に基づき

川村　雅則

聞き取りを行う筆者（左奥）と研究会代表の小林史人
弁護士（中央奥）。
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初の年度には事業者からの問い合わせもあった
が、 ２回目には、経験済みの事業者が多かった
ため、支障はとくになかったという。
第六に調査方法は、調査対象工事の受注者に
対し、調査票提出の協力を依頼し、提出された
調査票のうち、直接従事した労働者を雇用した
回答を集計。調査票の労働賃金単価は、国が実
施している公共事業労務費調査の算出方法に準
じて算出されている。
なお、回答があった事業者から、任意で抽出
した事業者に架電し（前年度は「事業者を訪問
し」）、提出された調査票の内容の確認及び聞き
取り調査が行われている（聞き取り調査は、１９
事業者に対して、２０２０年１２月２５日から２０２１年 １
月２０日までのうち ８日間で実施）。
最後に、集計数であるが、元請事業者１３１社（契
約課から直接依頼。うち未回答１4社、対象労働
者なし２6社）、下請事業者１３7社（元請事業者か
ら調査を依頼し、回答を得た数。共同企業体構
成員を含む）。提出があった２５4社のうち対象労
働者がいない業者２6社を除く２２８社、労働者数
８１１人の結果が集計された（前年度は２０５社、

８８８人）。

賃金等調査の結果

表 １、表 ２は、２０２０年度調査の結果からまと
めたものである。労働賃金単価とは １日 ８時間
当たりの賃金である。「合計（回答者全体）」の
ほか、人数・回答数が比較的多い（３０人前後以
上） ９職種を取り上げた。
第一に、２０２０年度の労働者の平均賃金は、対
象労働者全体の加重平均で１4,０５９円／日である
（職種別の平均賃金額に同職種の人数を乗じて
算出されている）。前年度調査との比較では、
平均賃金は１３,7１7円から３4２円の増額となって
おり、２.4９％の上昇となったことが紹介されて
いる。
第二に、平均賃金を公共工事設計労務単価（の
過重平均額）と比較すると7０.7％である。１０％
刻みで示されていた人数分布の結果から算出し
たところ、設計労務単価比7０％未満の者は合計
で５２.３％である。
以上は、経験年数などを考慮しない全体の結
果である。そこで第三に、経験年数別にみると、

注：注釈は省略。
出所：旭川市ウェブサイトより。

資料　旭川市労働者賃金等の実態調査（工事）調査票
旭川市労働者賃金等の実態調査（工事）調査票

①４週８休以上実施 ②４週６休以上実施 ③４週５休以下

1 法定の労災保険に加えて，法定外の労災保険にも加入している

2 法定の労災保険にのみ加入している

【労働者賃金】

年 ( 単 位 ） 円 （ 単 位 ） 円 ( 単 位 ） 円 / 月 ( 単 位 ） 円 / 月 ( 単 位 ） 円 / 月 ( 単 位 ） 円 / 年 日 ( 単 位 ） 円 ( 単 位 ） 円 / 月 時間

1 11 46 1 1

2 11 39 1 1

3 33 41 2 2

4 22 45 2 2

5 22 58 2 4

6 33 ○ ○ 23 2 4

7 11 22 2 3

8

9

1 0

※　労働者が１１人以上いる場合は，行を追加して記入してください。ただし，列は追加しないでください。

※　別紙「「旭川市労働者賃金等の実態調査（工事）調査票」の記入方法」を参照して各項目を記入してください

※　職種番号は，別紙「職種表」及び「記入方法」（２）にある職種から、主として従事した作業について数字を入力してください。

※　賃金計算月は，この工事に従事した期間のうち、何月の賃金について計算しているかを記入してください。

※　基準内手当には，時間外手当を含めないでください。

2

0 0 56,000

1 99 18 144 016,000 288,000 52,000 4,500 50,000 179

0 99 19 152 0 0

18 99 19 152 0 376,000

176,700 5,000

20 99 19 152

36 99 18 144 0 0 216,000 6,000

13,500

22 99 22 176 8,200 180,400 0 0

0 340,000 0 30,000 180,000 220

167 0

150,000 231 0

0 0 0

0256,500 0 20,000 0 0

45,000

月 日 時間

25 99 20 160

ＴＥＬ 0166-00-0000

上の工事における
貴社の

元請・下請等の状況

番号

④　単体または共同企業体施工の一次下請事業者である

⑤　単体または共同企業体施工の二次下請事業者である

⑥　単体または共同企業体施工の三次以降の下請事業者であ
る

番号
職種
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見習
い・
手元
等

外国
人実
習生・
研修
生

年齢
経験
年数

就
業
形
態
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形
態

賃金計算月 労働賃金単価
１日（８時間）当たり

所定内
労働日

数

所定内
労働時
間数

基本日額
基本給相当額

基準内手当
臨時の賃金（賞与
等）の年額

実物給与

貴 社 名称 ○○建設　株式会社 工　事　名
(この調査票の対象とした)

◯◯◯◯改良工事

労働基準監督署が取り扱う
法定の労災保険に加えて，
任意の法定外労災保険に
加入していますか

調査票
作成者
氏名

凸田　□則

①

①　単体施工の元請事業者である

②　共同企業体施工の代表者である

③　共同企業体施工の構成員である

週休２日制への取組 番号 ②

〔賃金支払事業主〕

住所 旭川市◎条通〇丁目1-1 上の工事を
直接受注した業者名

（元請負人）

共同企業体施工の場合は，共同企業体名を記入してください。

□□建設㈱

賃金等

時間外
労働時間

時間外手当

15,000

13,500

24,000

0

10,000

0

基本給 出来高給
年間

労働日数

0 56,000

0

0

8

5.5

12

0

5

0

0

雇用契約等で定め

られた労働時間数
雇用契約等で定められ

た以外の労働時間数
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ある業者が対象になる。元請に協力の依頼を行
い、下請け業者分も含めて元請から提出しても
らうとのことだが、調査の規模は大きいと評価
できるだろう（この賃金等調査を踏まえて、事
業者からの聞き取り調査も別に行われている）。
公契約条例の制定で焦点の一つになるのが、
職員の負担であるが、旭川市では、調査票の提
出は、簡易申請システムを使って行っている。
集計もそこで同時に行われる。様式は統一され
ているので、集計自体はさほど負担ではないが、
回答ミスの洗い出しなどには苦労するとのこと
である。
なお、労働者を直接の対象とした調査は実施
されていない。また、工事以外の委託業務や指
定管理に関する調査も実施はされていない。
第二に、公契約条例制定以前の実績・体制が
あったから、こうした調査が可能になったとい
う旭川市からの説明である。
すなわち旭川市では、公契約に関する方針（以
下、方針）が２００８年に策定され、運用されてき

「合計」では、賃金のピークは「３０年以下」群
である。同じく ９つの職種についてみると、 4
つの職種では「３０年以下」群か「３１年以上」群
でピークである。人数が最も多い「普通作業員」
では「１０年以下」群で最も金額が高いが、但し、
「１０年以下」群の平均賃金額と、「２０年以下」
群・「３０年以下」群・「３１年以上」群それぞれ
の平均賃金額には大きな差はない（１０％の範囲
内に収まっている）。
なお、人数は少ないが、「交通誘導員 A」で
は「 ５ 年以下」群の平均賃金額がピークで、「３０
年以下」群では 4分の １の差がついている。

賃金等調査に関わる要点

聞き取り調査の結果もまじえながら、賃金等
調査で印象に残った点を整理する。
第一に、調査対象が広くカバーされていると
思われることである。
５００万円以上の市発注工事を請け負った事業
者で、 4月～ ９月までの間に施工日が １日でも

職種番号・職種

労働
者数
（人）

平均
年齢
（歳）

平均
経験
年数
（年）

労働賃金単価（円） 公共工
事設計
労務
単価
（円）

ｂ

労務
単価
比
（％）

ｂ／ａ

労務
単価比
７０％
未満の
人数
割合
（％）

労務
単価比
６０％
未満の
人数
割合
（％）

平均

ａ

最低 最高

１ 特殊作業員 ４４ ４８ １９ １３，９８５ ９，６００ ２１，２５１ ２１，１００ ６６．３ ６３．６ ３８．６
２ 普通作業員 ２５６ ５０ １８ １２，１９９ ６，２３５ ２１，３００ １７，３００ ７０．５ ４７．３ ２５．４
３ 軽作業員 ３１ ４８ １３ ９，７９３ ７，０００ １４，４５９ １４，４００ ６８．０ ５８．１ ３８．７
６ とび工 ５０ ４１ １７ １４，３７６ ８，４１６ ２３，６０８ ２３，７００ ６０．７ ８２．０ ５６．０
９ 電工 ５７ ４０ １６ １５，７７３ ７，５１１ ３０，８６５ ２０，９００ ７５．５ ５７．９ ３５．１
１４ 運転手（特殊） ４２ ４９ ２５ １７，７１７ １０，３６８ ３８，４７６ ２０，７００ ８５．６ ３８．１ ９．５
１５ 運転手（一般） ３１ ５０ １８ １２，９３９ ８，０００ ２１，２４５ １７，６００ ７３．５ ３５．５ ２９．０
３６ 配管工 ３４ ４３ ２０ １７，７１６ １１，７４５ ２９，０１３ ２０，５００ ８６．４ １７．６ ５．９
５０ 交通誘導員Ａ ２９ ５２ １２ １０，７２７ ８，３３０ ２０，８１４ １３，９００ ７７．２ ４４．８ ３．４

合計 ８１１ ４７ １９ １４，０５９ １１，２５４ ２３，６７６ １９，８７３ ７０．７ ５２．３ ２９．９
注 １ ：「合計」は、 ９つの職種以外を含む回答者全体のデータ（表 ２も同様）。
注 ２：「合計」の「公共工事設計労務単価」は、今回提出のあった３０職種の設計労務単価の加重平均額。
注 ３：�「合計」の「労務単価比７０％未満の人数割合」及び「同６０％未満の人数割合」は、北海道では労務単価が示されていない石工

と屋根ふき工（計１１人）は除いて計算した。
出所：旭川市２０２０年度賃金等調査結果より筆者作成。

表 1　合計及び主な職種の労働賃金単価等
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 □　旭川市における公契約条例の経験（１）
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把握）が各自治体で行われることを望むもので
あるが、そのためにも体制の整備や経験の蓄積
が必要であると感じた。（続く）
（かわむらまさのり　北海学園大学教授）

１　詳しくは、旭川市「旭川市における公契約の基
本を定める条例について」を参照。
２　旭川市「労働者賃金等の実態調査（工事）につ
いて」を参照。

た。そこでの経験の蓄積が公契約条例の運用に
も活かされているというのが市側の説明である。
また旭川市の場合、極力、デジタル化を活かし
ていること、それまで行っていた下請け調査を
一時休止してこの賃金等調査を行っているため、
以前に比べて業務量が大きく変化しているわけ
ではないことが紹介された。
筆者は、旭川市のような賃金等調査（現場の

職種番号・職種 １年未満 ３年以下 ５年以下 １０年以下 ２０年以下 ３０年以下 ３１年以上

１ 特殊作業員
労働者数（人） ０ ３ ４ ７ １１ １４ ５
平均賃金（円） ０ １２，６６７ １１，９９８ １３，８７９ １３，５４０ １５，９６４ １１，９５１
指数 ０ ７９ ７５ ８７ ８５ １００ ７５

２ 普通作業員
労働者数（人） ８ ３５ ２４ ３１ ６２ ３８ ５８
平均賃金（円） １１，９６７ １１，０６６ １１，６０７ １２，９９２ １２，６０３ １２，７５７ １１，９３９
指数 ９２ ８５ ８９ １００ ９７ ９８ ９２

３ 軽作業員
労働者数（人） １ １６ ０ １ ５ ４ ４
平均賃金（円） ７，０００ ８，５９２ ０ １１，０２４ １２，００４ １１，４００ １０，６１４
指数 ５８ ７２ ０ ９２ １００ ９５ ８８

６ とび工
労働者数（人） ０ ８ ５ ６ １３ １１ ７
平均賃金（円） ０ １０，６４８ １３，１７０ １４，９８８ １５，２１７ １６，６１７ １３，８９１
指数 ０ ６４ ７９ ９０ ９２ １００ ８４

９ 電工
労働者数（人） ７ ６ ６ １２ ６ ９ １１
平均賃金（円） １０，５８７ １２，６６７ １２，７２９ １３，８３６ １５，４７０ ２１，７５７ １９，８０８
指数 ４９ ５８ ５９ ６４ ７１ １００ ９１

１４ 運転手（特殊）
労働者数（人） ０ １ ０ ４ １２ １１ １４
平均賃金（円） ０ １１，０９２ ０ １２，５４３ ２０，１１４ １８，５６０ １６，９５２
指数 ０ ５５ ０ ６２ １００ ９２ ８４

１５ 運転手（一般）
労働者数（人） ０ ４ ２ ５ ９ ６ ５
平均賃金（円） ０ ９，２００ １０，５８５ １４，２３３ １３，０３３ １３，４２２ １４，８３０
指数 ０ ６２ ７１ ９６ ８８ ９１ １００

３６ 配管工
労働者数（人） ０ ４ １ ４ ９ １０ ６
平均賃金（円） ０ １３，５２６ １９，１２４ １４，７１７ １８，８２４ １８，６４９ １９，０５６
指数 ０ ７１ １００ ７７ ９８ ９８ １００

５０ 交通誘導員Ａ
労働者数（人） ０ ３ ３ ３ １８ ２ ０
平均賃金（円） ０ １０，６５９ １１，７２０ １０，５６４ １０，８１５ ８，７８５ ０
指数 ０ ９１ １００ ９０ ９２ ７５ ０

合計
労働者数（人） ２５ １０８ ６０ １０４ １９２ １４８ １７４
平均賃金（円） １０，８１０ １１，３０６ １２，８３７ １３，６６６ １４，２１３ １５，８１１ １５，２２９
指数 ６８ ７２ ８１ ８６ ９０ １００ ９６

出所：表 １と同じ。

表 2　経験年数別にみた合計及び主な職種の平均賃金等


